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子どもたちを笑顔で迎え 笑顔にさせ
家庭・地域に帰します！

◇教育目標：人・社会・未来へつなぐ Well-being
◇重点目標：学ぶ楽しさを見つけ、よりよい考えを表現できる子の育成

末広北小学校の危機管理
校長 大 野 昌 広

5月23日に行われた運動会では、多くの保護者・地域の皆様にご来校いただき、子どもたちへ温かな励ましを届け
てくださいました。心より感謝申し上げます。一人一人が仲間とともに真剣に競技に取り組む姿に、私自身も深く心
を打たれました。
無事に運動会を終え、学校は落ち着いた学びの姿を追求する6月を迎えます 「北っ子」一人一人が心身ともに大き。

く成長できるよう、個々の実態を踏まえ、学習環境を整えながら適切な指導に努めてまいります。

□学校における安全管理の徹底
さて、本校では4月27日に火災を想定した訓練を、5月8日には不審者対応および洪水を想定した避難訓練を行いま

した。近年の学校を取り巻く事件・事故の報道に触れるたびに、残念ながら、私たちの社会は常に危険と隣り合わせ
であることを認識せざるを得ません。子どもたちの安全・安心は、学校運営における最優先事項です。教職員一同、
常に「子どもの命を守ること」を最上位に意識し、日々の教育活動に取り組んでいます。

１ 災害（火災・地震・雷など）への対応
(1) 避難経路の周知: 災害発生時の経路を明確にし、全児童に徹底しています。
(2) 計画的な訓練: 年間計画に基づき、地震・火災・洪水・不審者侵入など多角的な訓練を実施しています。

、 、 、 、 。(3) 備えの充実: 食料 毛布 石油ストーブ 発電機などの防災備蓄品を整備し 保管場所を管理しています
（ ） 、 。(4) 登下校の判断: 気象状況の変化 大雨・暴風雪・雷等 を注視し 迅速な判断と保護者への周知を行います

２ 不審者対応について
(1) 玄関の施錠と管理: 授業時間中は児童玄関等を施錠し、来校者には受付を徹底していただいています。
(2) 監視体制: 玄関や駐車場に防犯カメラを設置し、24時間の監視体制を整えています。
(3) 校内巡回: 授業中や休み時間など、教職員による定期的な巡回を行っています。
(4) 防犯指導: 登下校時や校内での不審者遭遇時の対応について、繰り返し指導しています。
このほか、熱中症対策としてのWBGT（暑さ指数）の測定やこまめな水分補給、感染症対策、アレルギー対応

本校では熱中症計や雷探知機を導入しており、常に客観的なデータになど、多面的な危機管理を講じています。
基づいた未然防止に努めています。

□過去の教訓を風化させないために
日本の学校教育において、危機管理体制の抜本的な見直しを迫られた2つの大きな出来事があります。
一つは、2001年の大阪教育大学附属池田小学校での児童殺傷事件です。学校の門が閉ざされていなかった隙を突

かれた悲劇でした。もう一つは、2011年の東日本大震災における石巻市立大川小学校の津波事故です。避難の判断
が遅れたことにより、多くの尊い命が失われました。これらの事件・事故を教訓に 「学校は安全な場所である」と、
いう前提に甘んじることなく、常に最悪の事態を想定した備えが必要です。

□「自分の命は自分で守る」力を育てる
近年では、熊の出没や熱中症、サイバー攻撃など、新たなリスクも顕在化しています。
危機に直面した際の基本は ことです。本校では、日常生活に潜む危険を子ども自身が発「自らの命は自らが守る」

見・回避する「危険予測能力（リスクアセスメント 」の育成を重視しています。まずは自分で助かる「自助」の意）
識を徹底させ、その上で周囲と助け合う「共助」の精神を育んでまいります。

子どもたちの安全を守るためには、学校・家庭・地域の連携が不可欠です。地域の宝である子どもたちへの温かな
見守りと、本校の安全指導へのご理解・ご協力を、引き続きよろしくお願い申し上げます。



 

 

 

 

 ５月２３日（土）に運動会を行いました。児童は、紅白に分かれ、リレーや玉入れなどを行いました。
保護者や地域の方々からの応援を受けながら、グラウンドいっぱいに走りきる姿が見られました。準備、
片付けなど PTAの方々にご協力をいただきました。ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参観日への出席ありがとうございました 
１日(月) 交通安全街頭指導 全校集会 

 ２日(火) 新体力テスト③ 

 ３日(水) 新体力テスト④ 

 ４日(木) 新体力テスト⑤  

クラブ 

 ５日(金) Q-U テスト 

      ボランティア実習① 

 ９日(火) 歯科検診（全学年） 

１０日(水) 遠足（1年～4年） 

お弁当の日（全学年） 

１２日(金) 遠足予備日  

お弁当の日（全学年） 

ボランティア実習② 

               

 

 

 

１５日(月)  参観日（４・６年生） 

１６日(火)  参観日（２・５年生） 

１７日(水)  参観日（１・３年生） 

１８日(木) 委員会 

１９日(金) ゴミ減量出前講座（４年生） 

      ボランティア実習③  

２３日(火) 社会見学（清掃工場 ４年生） 

２４日(水)  宿泊学習結団式（5年生） 

２５日(木) 宿泊学習 

～２６日(金）  

２６日(金) ボランティア実習④  

３０日(火)  車いす体験授業（4年生） 

       

 

 

 

５月１５日（金）に、旭川市防

災安全部の方々を招き、１年生

を対象に、交通安全教室を開き

ました。左右しっかり見て、横断

歩道を渡ること、道路で歩くと

きは右側。自転車は左側などの

確認などを行いました。 

４月３０日に旭川市税

務署の方に来ていただき、

租税教室を行いました。税

の使われ方など、新たな発

見がたくさんありました。 

５月１３日（水）に第１回学校運営協議会を開催しました。会議では、学校経営方針、いじめ防止基本

方針、学力・体力について、コンプライアンスと働き方など多岐にわたって、話し合いを行いました。今

後、会議でのご意見をしっかりと受けとめ学校運営に生かしていきたいと考えています。 


